
多摩市特定個人情報の保護措置の特例に関する条例 

 制定 平成27年10月５日多摩市条例第54号 

（趣旨） 

第１条 この条例は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律（平成25

年法律第27号。以下「番号法」という。）第31条の規定に基づき、多摩市（以下「市」という。）が保

有する特定個人情報の適正な取扱いの確保並びに開示、訂正、利用の中止、削除及び提供の中止の実施

に必要な措置を講ずるため、多摩市個人情報保護条例（平成11年多摩市条例第１号。以下「個人情報保

護条例」という。）の特例を定めるものとする。 

（定義） 

第２条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 

(１) 個人情報 番号法第２条第３項に規定する個人情報をいう。 

(２) 個人番号 番号法第２条第５項に規定する個人番号をいう。 

(３) 特定個人情報 番号法第２条第８項に規定する特定個人情報をいう。 

(５) 特定個人情報ファイル 番号法第２条第９項に規定する特定個人情報ファイルをいう。 

(６) 保有特定個人情報 実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した特定個人情報であって、当該

実施機関の職員が組織的に利用するものとして、当該実施機関が保有しているもの（市政情報（多摩

市情報公開条例（平成12年多摩市条例第53号）第２条第２号に規定する市政情報をいう。以下同じ。）

に記録されているものに限る。）をいう。 

(７) 実施機関 市長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員

会及び議会をいう。 

（特定個人情報の収集等の制限） 

第３条 実施機関は、番号法第19条各号のいずれかに該当する場合を除き、特定個人情報を収集し、又は

保管してはならない。 

（委託等に伴う措置） 

第４条 実施機関は、あらかじめ、多摩市情報公開・個人情報保護運営審議会（個人情報保護条例第29条

に規定する審議会をいう。以下「審議会」という。）の同意を得た上で、個人番号利用事務（番号法第

２条第10項に規定する個人番号利用事務をいう。）又は個人番号関係事務（同条第11項に規定する個人

番号関係事務をいう。）（以下「個人番号利用事務等」という。）の全部又は一部を外部に委託するこ

とができる。 

２ 前項の規定により個人番号利用事務等の全部又は一部の委託を受けたものは、実施機関の許諾を得た

場合に限り、その全部又は一部の再委託をすることができる。 

３ 前２項の規定により個人番号利用事務等の委託をする実施機関及び個人番号利用事務等の再委託をす

るものは、当該委託又は再委託に係る個人番号利用事務等において取り扱う特定個人情報の安全管理が

図られるよう、特定個人情報保護のため必要な措置を講ずるとともに、当該委託又は再委託を受けたも

のに対する必要かつ適切な監督を行わなければならない。 

（受託者等の責務） 

第５条 個人番号利用事務等の全部又は一部の委託を受けたもの（前条第２項の規定による再委託を受け

たものを含む。以下「受託者」という。）は、特定個人情報の漏えい、滅失及び毀損の防止その他の特

定個人情報の適正な管理のために必要な措置を講じなければならない。 

２ 受託者並びに当該受託した業務（以下「受託業務」という。）に従事している者及び従事していた者

（以下「受託者等」という。）は、受託業務の範囲を超えて特定個人情報の加工、再生等をしてはなら

ない。 

３ 受託者等は、受託業務に関して知り得た特定個人情報を漏らし、又は不当な目的に利用してはならな

い。その業務の受託が終了した後も同様とする。 

（保有特定個人情報の利用の制限） 

第６条 実施機関は、保有特定個人情報に係る業務の目的以外の目的のために保有特定個人情報を自ら利

用してはならない。 



２ 前項の規定にかかわらず、実施機関は、人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であ

って、本人の同意があり、又は本人の同意を得ることが困難であるときは、保有特定個人情報に係る業

務の目的以外の目的のために保有特定個人情報（情報提供等記録を除く。以下この項において同じ。）

を自ら利用することができる。ただし、当該実施機関が保有特定個人情報を保有特定個人情報に係る業

務の目的以外の目的のために自ら利用することによって、本人又は第三者の権利利益を不当に侵害する

おそれがあると認められるときは、この限りでない。 

（保有特定個人情報の提供の制限） 

第７条 実施機関は、番号法第19条各号のいずれかに該当する場合を除き、保有特定個人情報を提供して

はならない。 

（特定個人情報保護評価） 

第８条 実施機関は、特定個人情報の適正な取扱いを確保するため、特定個人情報保護評価（番号法第26

条第１項に規定する特定個人情報保護評価をいう。）を実施し、特定個人情報の漏えいその他の事態の

発生を抑止することその他特定個人情報を適切に管理するために必要な措置を講じなければならない。 

２ 実施機関は、特定個人情報ファイルを保有しようとするときは、番号法第27条及び特定個人情報保護

評価に関する規則（平成26年特定個人情報保護委員会規則第１号）で定めるところにより、当該特定個

人情報ファイルを保有する前に、同条第１項に規定する評価書を公表するものとする。 

３ 実施機関は、特定個人情報保護評価に関する規則第７条第４項の規定により前項の評価書に記載され

た特定個人情報ファイルの取扱いについて個人情報の保護に関する学識経験のある者の意見を聴く場合

は、審議会の意見を聴くものとする。 

（開示請求権） 

第９条 何人も、実施機関に対し、当該実施機関が保有する自己に関する保有特定個人情報（個人番号と

これに結び付く個人情報が同一の市政情報上に一体のものとして記録されているものに限る。以下同

じ。）の開示の請求（以下「開示請求」という。）をすることができる。 

２ 未成年者若しくは成年被後見人の法定代理人又は本人の委任による代理人（以下「代理人」と総称す

る。）は、本人に代わって開示請求をすることができる。 

（開示しないことができる保有特定個人情報） 

第10条 実施機関は、次の各号のいずれかに該当する保有特定個人情報については、開示しないことがで

きる。 

(１) 法令等の定めるところにより、開示することができないとされているもの 

(２) 個人の評価、診断、判定、選考、指導、相談等に関する保有特定個人情報であって、開示するこ

とにより、当該事務事業の適正な執行に著しい支障が生ずるおそれがあるもの 

(３) 取締り、調査、交渉、争訟等に関する保有特定個人情報であって、開示することにより、当該事

務事業の適正な執行に著しい支障が生ずるおそれがあるもの 

(４) 開示請求をした者（以下「開示請求者」という。前条第２項の規定により代理人が本人に代わっ

て開示請求をする場合にあっては、当該本人をいう。次号及び第19条第１項において同じ。）以外の

者の保有特定個人情報を含むもの 

(５) 市及び開示請求者以外のものに関する情報を含む保有特定個人情報であって、開示することによ

り、当該市及び開示請求者以外のものの権利利益を不当に侵害するおそれがあるもの 

(６) 個人の生命、身体、財産等を保護するため、開示しないことが必要と認められるもの 

(７) 代理人が本人に代わって開示請求をした場合において、開示することにより、当該本人の利益に

反するおそれがあるもの 

（一部開示） 

第11条 実施機関は、開示請求に係る保有特定個人情報に、前条各号のいずれかに該当することにより開

示しないことができる保有特定個人情報（以下「不開示情報」という。）とそれ以外の保有特定個人情

報とが記録されている場合において、不開示情報の部分とそれ以外の部分とを容易に、かつ、開示請求

の趣旨を失わない程度に合理的に分離できるときは、不開示情報の部分を除いて、当該保有特定個人情

報を開示するものとする。 



（保有特定個人情報の存否に関する情報） 

第12条 開示請求に対し、当該開示請求に係る保有特定個人情報が存在しているか否かを答えるだけで、

不開示情報を開示することとなるときは、実施機関は、当該保有特定個人情報の存否を明らかにしない

で、当該開示請求を拒否することができる。 

（保有特定個人情報の訂正請求権） 

第13条 何人も、自己に関する保有特定個人情報に、事実の誤り又は不正確な内容があると認めるときは、

当該保有特定個人情報を保有する実施機関に対し、当該保有特定個人情報の訂正の請求をすることがで

きる。 

２ 第９条第２項の規定は、保有特定個人情報の訂正の請求について準用する。 

（保有特定個人情報の利用中止等請求権） 

第14条 何人も、自己に関する保有特定個人情報（情報提供等記録を除く。以下この条において同じ。）

が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、当該保有特定個人情報を保有する実施機関に対し、

当該各号に定める利用の中止、削除又は提供の中止（以下「利用中止等」という。）を請求することが

できる。 

(１) 次のいずれかに該当する場合 当該保有特定個人情報の利用の中止又は削除 

ア 当該保有特定個人情報を保有する実施機関により適法に取得されたものでないとき。 

イ 第３条の規定に違反して収集され、又は保管されているとき。 

ウ 第６条第１項又は第２項の規定に違反して利用されているとき。 

エ 番号法第28条の規定に違反して作成された特定個人情報ファイルに記録されているとき。 

(２) 第７条の規定に違反して提供されているとき 当該保有特定個人情報の提供の中止 

２ 第９条第２項の規定は、保有特定個人情報の利用中止等の請求について準用する。 

（開示等請求の手続） 

第15条 第９条又は前２条の規定により、自己に関する保有特定個人情報の開示、訂正又は利用中止等（以

下「開示等」という。）の請求（以下「開示等請求」という。）をしようとする者は、本人又は代理人

であることを明らかにした上で、次の事項を記載した請求書を実施機関に提出しなければならない。 

(１) 氏名及び住所 

(２) 開示等請求をしようとする保有特定個人情報を特定するために必要な事項 

(３) 自己に関する保有特定個人情報の訂正又は利用中止等の請求をしようとする者にあっては、請求

の趣旨 

(４) 前３号に掲げるもののほか実施機関が定める事項 

２ 実施機関は、前項に規定する請求書に形式上の不備があると認めるときは、開示等請求をした者（以

下「開示等請求者」という。）に対し、相当の期間を定めて、その補正を求めることができる。この場

合において、実施機関は、開示等請求者に対し、補正の参考となる情報を提供するよう努めなければな

らない。 

（開示等請求に対する決定等） 

第16条 実施機関は、開示等請求に係る保有特定個人情報の全部又は一部を開示等するときは、その旨の

決定をし、開示等請求者に対し、その旨を書面により通知しなければならない。 

２ 実施機関は、開示等請求に係る保有特定個人情報の全部又は一部を開示等しないとき（第12条の規定

により開示請求を拒否する場合及び開示請求に係る保有特定個人情報を保有していない場合を含む。以

下同じ。）は、開示等しない旨の決定をし、開示等請求者に対し、その旨を書面により通知しなければ

ならない。 

（開示等決定等の期限） 

第17条 前条第１項又は第２項の決定（以下「開示等決定等」という。）は、開示等請求があった日の翌

日から起算して、開示請求にあっては14日以内に、自己に関する保有特定個人情報の訂正又は利用中止

等の請求にあっては21日以内にしなければならない。ただし、第15条第２項の規定により補正を求めた

場合にあっては、当該補正に要した日数は、当該期間に算入しない。 

２ 実施機関は、やむを得ない理由により、前項に規定する期間内に開示等決定等をすることができない



ときは、開示等請求があった日の翌日から起算して30日を限度としてその期間を延長することができる。

この場合において、実施機関は、速やかに延長の理由及び期間を開示等請求者に通知しなければならな

い。 

３ 開示等請求に係る保有特定個人情報が著しく大量である場合又は事務処理上の調整その他やむを得な

い理由により、開示等請求があった日の翌日から起算して30日以内にその全てについて開示等決定等を

することにより事務の遂行に著しい支障が生ずるおそれがある場合には、前２項の規定にかかわらず、

実施機関は、開示等請求に係る保有特定個人情報のうちの相当の部分につき当該期間内に開示等決定等

をし、残りの保有特定個人情報については相当の期間内に開示等決定等をすれば足りる。この場合にお

いて、実施機関は、第１項に規定する期間内に、開示等請求者に対し、次に掲げる事項を書面により通

知しなければならない。 

(１) この項を適用する旨及びその理由 

(２) 残りの保有特定個人情報について開示等決定等をする期限 

（理由付記等） 

第18条 実施機関は、第16条第２項の規定により開示等請求に係る保有特定個人情報の全部又は一部を開

示等しない旨の決定（以下「不開示等決定」という。）をする場合は、開示等請求者に対し、同項に規

定する書面によりその理由を示さなければならない。この場合において、当該理由の提示は、開示等し

ないこととする根拠規定及び当該規定を適用する根拠が当該書面の記載自体から理解され得るものでな

ければならない。 

２ 実施機関は、前項の場合において、開示請求に係る保有特定個人情報が、期間の経過により、その全

部若しくは一部について不開示情報に該当しなくなり、開示することができるようになることが明らか

であるとき、又は訂正若しくは利用中止等の請求に係る保有特定個人情報が、期間の経過により、その

全部若しくは一部について、当該請求に応じることができるようになることが明らかであるときは、そ

の開示等をすることができる時期を第16条第２項に規定する書面に付記するものとする。 

（第三者保護に関する手続） 

第19条 実施機関は、開示請求に係る保有特定個人情報に市、国、独立行政法人等、他の地方公共団体、

地方独立行政法人、指定管理者（指定管理業務に限る。）及び開示請求者以外のもの（以下この条にお

いて「第三者」という。）に関する情報が記録されているときは、開示等決定等に先立ち、当該第三者

に対し、開示請求に係る保有特定個人情報の表示その他実施機関が定める事項を書面により通知して、

意見書を提出する機会を与えることができる。 

２ 前項に規定するもののほか、開示請求に係る保有特定個人情報に第三者に関する情報が記録されてい

る場合において、当該情報が不開示情報に該当するときは、開示の決定に先立ち、当該第三者に対し、

開示請求に係る当該第三者に関する保有特定個人情報の表示その他実施機関が定める事項を書面により

通知して、意見書を提出する機会を与えなければならない。ただし、当該第三者の所在が判明しない場

合は、この限りでない。 

３ 実施機関は、前２項の規定により意見書の提出の機会を与えられた第三者が当該保有特定個人情報の

開示に反対の意思を表示した意見書を提出した場合において、開示の決定をするときは、開示の決定の

日と開示をする日との間に少なくとも２週間を置かなければならない。この場合において、実施機関は、

開示の決定後直ちに当該意見書を提出したものに対し、開示の決定をした旨及びその理由並びに開示を

する日を書面により通知しなければならない。 

（開示の方法） 

第20条 自己に関する保有特定個人情報の開示は、実施機関が第16条第１項に規定する書面により指定す

る日時及び場所において行う。この場合において、開示請求者は、実施機関に対し、自己が当該開示請

求に係る保有特定個人情報の本人又は代理人であることを証明するために必要な書類で実施機関が定め

るものを提出し、又は提示しなければならない。 

２ 実施機関は、開示請求に係る保有特定個人情報が記録された物が、文書又は図画に記録されていると

きは閲覧により、電磁的記録に記録されているときはその種別、情報化の進展状況等を勘案して実施機

関が定める方法により、開示を行う。 



３ 実施機関は、当該保有特定個人情報が記録されている文書又は図画の保存に支障を生ずるおそれがあ

ると認めるとき、その他正当な理由があるときは、その写しにより、開示することができる。 

４ 前２項の規定により開示した場合にあって、開示請求者からその写しの交付の求めがあったときは、

実施機関はその求めに応ずるものとする。 

（費用の負担） 

第21条 保有特定個人情報の開示等請求に係る手数料は、無料とする。 

２ 前条第４項の規定による保有特定個人情報の写しの作成に係る費用は、開示請求者の負担とする。 

３ 前項に規定する費用の額は、市長が別に定める。 

（救済手続等） 

第22条 実施機関がした開示等決定等又は開示等請求に係る不作為についての審査請求があった場合の手

続は、個人情報保護条例の定めるところによる。 

（適用除外） 

第23条 特定個人情報の取扱い及び保有特定個人情報の開示等この条例に規定する事項については、個人

情報保護条例の規定は、適用しない。 

（委任） 

第24条 この条例の施行に関し必要な事項は、実施機関が別に定める。 

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、公布の日から施行する。ただし、第４条及び第５条の規定は平成28年１月１日から、第

２条第４号、第６条第２項及び第14条第１項（第６条第２項及び第14条第１項にあっては、情報提供等

記録に係る部分に限る。）の規定は番号法附則第１条第５号に掲げる規定の施行の日から施行する。 

（個人情報保護条例の一部改正） 

２ 個人情報保護条例の一部を次のように改正する。 

（次のよう略） 

（以下改正条例の附則略） 


